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キヤノン株式会社

代表取締役会長兼社長 CEO 御手洗 冨

当社は、2025年 12月 24日付で、当社を吸収分割承継会社、キヤノンメディカルシス

テムズ株式会社を吸収分割会社とする吸収分割契約を締結し、2026年 4月 1日 を効力発

生日として、吸収分割会社の医療用機器、医薬品、医療情報システム、画像情報システム

およびこれらの周辺機器またはこれらに附帯もしくは関連するサービスの設計、開発、製

造、販売、修理、保守および輸出入事業 (日本国内の販売、修理および保守に係る事業を

除く。)に係る権利義務を当社が承継する吸収分割 (以下「本件分割」といいます。)を行

うこととしました。本件分割に際し、会社法第 794条第 1項および会社法施行規則第 192

条に定める事項は下記のとおりです。

1.吸収分割契約の内容 (会社法第 794条第 1頂)

別紙 1『吸収分割契約書』のとおりです。

2.会社法第 758条第 4号に掲げる事項についての定めがないことの相当性に関する事項
(会社法施行規則第 192条第 1号 )

本件分割に際して、吸収分割会社に対して当社の株式その他の金銭等の割当てを行

いません。当社は吸収分割会社の発行済株式の全部を所有していることから、かかる取

扱いは相当であると判断しております。

3.吸収分割会社の最終事業年度に係る計算書類等の内容 (会社法施行規則第 192条第 4

号イ)

記

別紙 2の とおりです。



|

4.吸収分割会社についての最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債
務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 (会社法施行規則

第 192条第 4号ハ)

該当事項はありません。

5.吸収分割承継会社についての最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大
な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 (会社法施行

規則第 192条第 6号イ)

別紙 3『重要な後発事象』のとおりです。

6.吸収分割が効力を生ずる日以後における吸収分割承継会社の債務の履行の見込みに関
する事項 (会社法施行規則第 192条第 7号 )

当社の 2025年 12月 31日現在の貸借対照表における資産および負債の額はそれぞ

れ 2,980,493百 万円および 1,448,701百万円です。また、本件分割により吸収分割会社

から当社が承継する資産および負債に関し、実際に承継する資産および負債の金額は、

吸収分割会社の 2026年 3月 31日現在の貸借対照表その他同日現在の計算に基づき確

定する予定ですが、同社の 2024年 12月 31日現在の貸借対照表を基準に算出した見込

み額はそれぞれ 263,198百 万円および 105,319百万円です。さらに、本件分割の効力

発生日までに当社の資産および負債の状態に重大な変動を生じる事態は現在のところ

予測されていないことから、本件分割の効力発生日以後において、当社の資産の額は負

債の額を十分に上回ることが見込まれます。

以上の点、ならびに当社の収益状況およびキャッシュフロエの状況に鑑みて、本件分割

以後において当社の負担する債務 (会社法第 799条第 1項の規定により本件分割につ

いて異議を述べることができる債権者に対して負担する債務に限ります。)の履行の見

込みには問題がないものと判断しております。

以上



吸収分割契約書

キヤノン株式会社 (住所 :東京都大田区下丸子三丁目 30番 2号、以下 「甲」という。)と キヤノ

ンメディカルシステムズ株式会社 (住所 :栃木県大田原市下石上 1385番地、以下「乙」という。)

は、2025年 12月 24日 付で、以下のとおり吸収分割契約 (以下「本契約」という。)を締結する。

第 1条 (吸収分割の方法)

乙は、本契約の定めに従い、吸収分割の方法により、乙の医療用機器、医薬品、医療情報シス

テム、画像情報システム及びこれらの周辺機器又はこれらに附帯若しくは関連するサービスの

設計、開発、製造、販売、修理、保守及び輸出入事業 (但し、日本国内の販売・修理・保守に

係る事業を除き、総称して以下「本件事業」という。)に関する権利義務を甲に承継させ、甲は

これを承継する (以下 「本件分割」という。)。

第 2条 (吸収分割の効力発生日)

本件分害Jがその効力を生ずる日 (以下「効力発生日」という。)は、2026年 4月 1日 とする。

但し、本件分割の手続進行上の必要性その他の事由により、甲乙協議し合意の上、これを変更

することができる。

第 3条 (承継する権利義務)

1.甲 は、乙から、本件分割により、別紙 「承継権利義務明細表」記載の資産、債務、契約t許

認可等 (以下「承継対象権利義務」という。)を承継する。

2.乙から甲に対する債務の承継は、重畳的債務引受けの方法による。

3.甲及び乙は、本件分割の手続進行上必要な場合、双方協議の上、共同又は単独で、特定の権

利義務が承継対象権利義務に含まれる旨を証する書面を発行することができる。

4.承継対象権利義務の承継に伴 う登記、登録、通知その他の手続に要する一切の費用の負担は、

納税義務者等法令の定めがある場合はそれに従い、当該定めがない場合は甲乙別途協議して

定める。

第 4条 (吸収分割に際して交付する金銭等)

甲が乙の完全親会社であることから、甲は、本件分割に際し、対価の交付を行わない。

第 5条 (吸収分割契約承認株主総会)

1.甲 は、会社法第 796条第 2項の規定により、本契約について、株主総会の承認を得ないで本

件分割を行 う。

2.乙は、会社法第 784条第 1項の規定により、本契約について、株主総会の承認を得ないで本

件分割を行う。
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第 6条 (吸収分割条件の変更及び本契約の解除)

甲及び乙は、本契約締結の日から効力発生日に至るまでの間において、天災地変その他の事由

により甲若しくは乙の資産若しくは経営状態に重大な変動が生じた場合、甲において会社法第

796条第 3項及び会社法施行規則第 197条に定める数の株式を有する株主による本件分割に反

対する旨の通知がなされた場合、又は許認可若しくは届出 (外国法に基づくものも含む。)の

要否その他諸般の事情から本件分害1の実行に重大な支障となる事態が発生した場合には、甲乙

協議し合意の上、本件分割の条件その他本契約の内容を変更し、又は本契約を解除することが

できる。

第 7条 (本契約の効力)

本契約は、甲において会社法第 796条第 3項及び会社法施行規則第 197条に定める数の株式を

有する株主による本件分割に反射する旨の通知がなされた場合において、効力発生日の前日ま

でに甲の株主総会において本契約の承認及び本件分割に必要なその他の事項に関する決議が得

られなかつたときには、その効力を失う。

第 8条 (協議事項)

1.本契約に定めのない事項その他本件分割に関し必要な事項は、本契約の趣旨に従い、甲及び

乙が協議し合意の上これを決定する。

2.本契約の条項に関し解釈の相違その他の疑義が生じたときは、甲及び乙は誠実に協議して解

決する。

本契約締結の証として本契約書 2通を作成し、甲乙記名押印の上、各 1通を保有する。

2025年 12月 24日

東京都大田区下丸子三丁目30番 2号

甲 :キヤノン株式会社

代表取締役会長兼社長 CEO 御手洗 冨

栃木県大田原市下石上 1385番地

乙 :キヤノンメディカルシステム

代表取締役社長 瀧口 登志夫
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別紙 「承継権利義務明細表」

本件分割により、甲が乙から承継する承糸匹対象権利義務は、効力発生日の前日の終了時にお

ける次に定めるものとする。なお、承継する資産及び債務については、2026年 3月 31日 現

在の貸借対照表その他同日現在の計算に基づき算出し、雇用契約については、効力発生日の

前日において従事する事業による。

1.資産
本件事業に属する一切の資産 (株式・持分については本別紙第 3項において、知的財産権に

ついては本別紙第 4項において別途定める。)

但し、次に掲げる資産は承継しないものとする。また、上記の資産の承継にあたり、法令に

よる関係官庁 (日 本以外の国、地域を含む。)の許認可、契約による第二者の同意若しくは

承認等が必要な場合であって許認可、同意若しくは承認等が得られないとき、又はその他必

要のある場合には、甲及び乙は協議し合意の上、当該資産を承継対象権利義務から除外する

ことができる。

(1)預金
(2)受取手形
(3)電子記録債権
(4)未収還付消費税

2.債務
本件事業に属する一切の債務 (契約に係る契約上の地位及びこれに付随する権利義務の承継

については本別紙第 5項及び第 6項において別途定める。)

但し、次に掲げる債務は承継しないものとする。また、上記の債務の承継にあたり、法令に

よる関係官庁 (日本以外の国、地域を含む。)の許認可、契約による第二者の同意若しくは

承認等が必要な場合であって許認可、同意若しくは承認等が得られないとき、又はその他必

要のある場合には、甲及び乙は協議し合意の上、当該債務を承継対象権利義務から除外する

ことができる。

(1)買掛金
(2)支払手形
(3)電子記録債務
(4)法人税等引当金

3.株 式・持分
次に掲げる会社の株式又は持分

(1)キヤノンメディカルダイアグノスティックス株式会社
(2) Canon Medical Systems USA, Inc.

(3)  Canon Medical Systems Europe B.V.

(4)  Canon Medical Systems Asia Pte. Ltd

(5) Canon Medical Systems Turkey A.S.

(6)  Canon Medical Systems Korea Co., Ltd.
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(7) Canon Medical Systems Malaysia Sdn. Bhd.

(8)  Canon Medical Systems Hong Kong Ltd.

(9)  Canon Medical Systems Canada Limited

(10) CanOn Medical Systems ANZ Pty Limited

(11)  Canon Medical Systems Argentina S.A.

(12) Canon Medical Systems lndia Private Limited

(13) Canon Medical Systems Regional Headquarters

(14) Canon Medical Research USA, Inc.

(15)  Canon Medical Research Europe, Ltd.

(16) Canon Medical lnformatics, Inc.

(17)  01ea Medical S.A.S.

(18) Fysicon B.V.

(19) Skope Magnetic Resonance Technologies AG

(20)  NORDISK RENTGEN TEKNIK A/S

(21)  Canon Medical Diagnostics USA, Inc.

(22)佳能医療系統 (中国)有限公司
(23)佳能医療系統研究開発 (大連)有限公司
(24)佳能医療器械 (大連)有限公司
(25)  Canon Medical Systems Do Brasil Ltda.

(26) RP Canon Medical Systems, LLC

(27)株式会社グローバルメディカルシステムズ

(28)  Tecmed Africa Proprietary Limited

(29)エル ピクセル株式会社
(30)  FemtoDx, Inc.

(31)  Aquyre Biosciences, Inc.

(32)株式会社 P・ マインド

但し、上記の株式又は持分の承継にあたり、法令による関係官庁 (日 本以外の国、地域を含

む。)の許認可、契約による第二者の同意若しくは承認等が必要な場合であって許認可、同
意若しくは承認等が得られないとき、又はその他必要のある場合には、甲及び乙は協議し合

意の上、当該株式又は持分を承継対象権利義務から除外することができる。

4.知的財産権
本件事業に関して乙が保有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権 (これらの登録を受け

る権利を含む。)、 著作権及びノウハウ (総称して以下 「知的財産権」という。)

但し、上記の知的財産権の承継にあたり、法令による関係官庁 (日本以外の国、地域を含む。)

の許認可、契約による第二者の同意若しくは承認等が必要な場合であつて許認可、同意若し

くは承認等が得られないとき、又はその他必要のある場合には、甲及び乙は協議し合意の上、

当該知的財産権を承継対象権利義務から除外することができる。
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5,契約 (雇用契約を除く。)
本件事業に属する、売買契約、業務委託契約、リース契約、共同開発契約、リベー ト契約、

賃貸借契約、知的財産権に関するライセンス契約、乙の子会社との金銭消費貸借契約その他

の一切の契約 (但し、雇用契約、本別紙第 1項及び第 2項により甲に承継されない資産又は

債務に係る契約を除き、本項において以下単に「契約」という。)に係る契約上の地位及び
これに付随する権利義務

但し、承継対象権利義務に含まれる乙の契約上の地位又は当該契約に付随する権利義務を本

件分割により甲に承継することが、当該契約に定める義務と抵触し、かつ当該義務の免除に

ついて当該契約の相手方の同意が得られない場合、乙の契約上の地位等を甲に承継させるた

めに当該契約において必要とされる手続 (国内外の関係官庁の許認可等を含むが、これらに

限られない。)を 乙が効力発生日の前日時点において履行できる見込みがない場合、当該契
約上の地位等を甲に承継させることにより甲又は乙に重大な不利益が発生する場合、又はそ

の他必要のある場合には、甲及び乙は協議し合意の上、碧該契約上の地位及び当該契約に付

随する権利義務を、承継対象権利義務から除外することができる。

6.雇用契約
本件事業に主として従事する乙の従業員及び本件事業のために乙が甲に承継する必要があ

ると判断した乙の従業員との間の雇用契約に係る契約上の地位及びこれに付随する権利義

務

但し、別途乙との間で承継対象から除外する旨の合意をした従業員との間の雇用契約に係る

契約上の地位及びこれに付随する権利義務は除く。

7.許認可等
本件事業に属する免許、許可、認可、承認、登録、届出等及び補助金 (以下「許認可等」と

いう。)の うち、法令上承継可能なもの

但し、上記の許認可等の承継にあたり、法令による関係官庁 (日本以外の国、地域を含む。)

の許認可若しくは承認等が必要な場合であって許認可若しくは承認等が得られないとき、又

はその他必要のある場合には、甲及び乙は協議し合意の上、当該許認可等を承継対象権利義

務から除外することができる。

以上
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１． 貸 借 対 照 表

２． 損 益 計 算 書

３． 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

４． 個 別 注 記 表

２０２５年度（第９９期）決算

計 算 書 類

キヤノンメディカルシステムズ株式会社
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［資産の部］ 百万円 ［負債の部］ 百万円

流　動　資　産 流　動　負　債

現 金 及 び 預 金 5,314 195

受 取 手 形 573 16,786

電 子 記 録 債 権 6,044 29,601

売 掛 金 86,570 38,000

未 収 入 金 5,713 1,439

未 収 消 費 税 等 6,606 91

製 品 7,564 4,965

半 製 品 3,184 20,060

仕 掛 品 8,301 2,015

材 料 43,894 62

短 期 貸 付 金 47,080 10,645

前 渡 金 1,752 50

前 払 費 用 2,182 688

そ の 他 流 動 資 産 1,435 1,518

貸 倒 引 当 金 △ 13,182

流 動 資 産 計 213,036 126,121

固 定 資 産

有形固定資産 固 定 負 債

建 物 7,949 160

構 築 物 350 155

機 械 装 置 2,560 21,488

車 両 運 搬 具 35 55

工 具 器 具 及 び 備 品 8,859 261

土 地 3,681

リ ー ス 資 産 254

建 設 仮 勘 定 1,292 22,121

有 形 固 定 資 産 計 24,983 148,242

無形固定資産 [純資産の部］

施 設 利 用 権 1  株　主　資　本

の れ ん 507 20,700

ソ フ ト ウ ェ ア 12,885

そ の 他 無 形 固 定 資 産 509 3,036

ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定 1,969 資 本 準 備 金 3,036

無 形 固 定 資 産 計 15,873

投資その他の資産 168,971

投 資 有 価 証 券 81 利 益 準 備 金 8,535

関 係 会 社 株 式 64,209 そ の 他 利 益 剰 余 金 160,436

出 資 金 27 繰 越 利 益 剰 余 金 160,436

関 係 会 社 出 資 金 2,997

長 期 供 託 保 証 金 629

破 産 及 び 更 生 債 権 16 192,708

長 期 前 払 費 用 288  評　価 ・換　算　差　額　等

繰 延 税 金 資 産 16,475 △ 1

そ の 他 の 投 資 2,436

貸 倒 引 当 金 △ 106

投 資 そ の 他 の 資 産 計 87,056 △ 1

固 定 資 産 合 計 127,913 192,707

340,949 340,949資 産 の 部 合 計 負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計

未 払 法 人 税 等

株 主 資 本 計

評 価 ・ 換 算 差 額 等 計

流 動 負 債 計

リ ー ス 債 務

固 定 負 債 計

負 債 の 部 合 計

資 本 金

資 産 除 去 債 務

退 職 給 付 引 当 金

純 資 産 の 部 合 計

利 益 剰 余 金

リ ー ス 債 務

買 掛 金

短 期 借 入 金

グ ル ー プ 預 り 金

未 払 金

未 払 事 業 所 税

未 払 費 用

受 注 損 失 引 当 金

契 約 負 債

役 員 賞 与 引 当 金

そ の 他 流 動 負 債

貸　借　対　照　表

資 産 の 部

２０２５年１２月３１日

支 払 手 形

電 子 記 録 債 務

負 債 及 び 純 資 産 の 部

そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金

そ の 他 固 定 負 債

長 期 未 払 金

資 本 剰 余 金
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百万円

331,668

227,469

104,199

91,842

12,356

11,203

1,532

4,199

2,924

288

2,258

1,730

505

1,224

21,829

21,829

1,431

674

19,722

売 上 総 利 益

売 上 高

売 上 原 価

支 払 利 息

経 常 利 益

そ の 他 の 営 業 外 費 用

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費

営 業 外 収 益

受 取 配 当 金

営 業 利 益

損　益　計　算　書
自　２０２５年　１月　１日

至　２０２５年　１２月３１日

科　 　目 金　 　額

受 取 利 息

そ の 他 の 営 業 外 収 益

当 期 純 利 益

税 引 前 当 期 純 利 益

法 人 税 等 調 整 額

法 人 税 等

営 業 外 費 用

為 替 差 益

貸 倒 引 当 金 戻 入 額
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(単位：百万円）

資本剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

20,700 3,036 8,535 140,713 149,248 172,985

当 期 純 利 益 - - - 19,722 19,722 19,722

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）

- - - - - - 

- - - 19,722 19,722 19,722

20,700 3,036 8,535 160,436 168,971 192,708

(単位：百万円）

65 - 65 173,050

当 期 純 利 益 - - - 19,722

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）

△ 66 - △ 66 △ 66

△ 66 - △ 66 19,656

△ 1 - △ 1 192,707

当 期 首 残 高

株　主　資　本　等　変　動　計　算　書

自　２０２５年　１月　１日

至　２０２５年　１２月３１日

株主資本

資本金

利益剰余金

株主資本合計

資本準備金 利益準備金 利益剰余金合計

当 期 変 動 額

当 期 変 動 額 合 計

当 期 末 残 高

当 期 変 動 額

当 期 変 動 額 合 計

当 期 末 残 高

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ損益

評価･換算差額等
合計

当 期 首 残 高
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

（１） 資産の評価基準及び評価方法
① 　有価証券の評価基準及び評価方法

　子会社株式及び関連会社株式：移動平均法による原価法
　その他の有価証券

市場価格のあるもの：決算期末時の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、主として移動平均法により算定している。）

市場価格のないもの：移動平均法による原価法
② 　棚卸資産の評価基準及び評価方法

　製　　　品　　　：移動平均法による原価法
　半製品及び仕掛品：個別法による原価法
　材　　　料　　　：移動平均法による原価法
 　 （貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）

③ 　デリバティブの評価方法：時価法

（２） 固定資産の減価償却の方法
① 　有形固定資産（リース資産を除く）：定額法

主な耐用年数は以下の通り。
：３年～５０年
：２年～２０年

② 　無形固定資産（リース資産を除く）：定額法
市場販売目的のソフトウェア：販売可能な見込有効期間（３年）に基づく償却を行っている。
自社利用目的のソフトウェア：見積利用可能期間（５年）に基づく償却を行っている。

③ 　リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。

（３） 引当金の計上基準
① 　貸倒引当金

貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の債権については、
個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

② 　役員賞与引当金
役員賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上している。

③ 　受注損失引当金
受注案件に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における受注案件のうち、
損失が発生する可能性が高いと見込まれるものについては、その損失見込額を計上している。

④ 　退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び
年金資産の見込額に基づき計上している。退職給付債務の算定にあたり、
退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっている。
過去勤務費用はその発生時の従業員の平均残存勤務期間による定額法により費用処理し、
数理計算上の差異はその発生時の平均残存勤務年数以内の一定年数
（基金は１０年、旧適格年金は１２年）により、定額法でそれぞれ発生の翌期より費用処理している。

（４） その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
①   のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、２０年間の均等償却を行っている。
②   グループ通算制度の適用

キヤノン株式会社を通算親法人とするグループ通算制度を適用している。
（５） 収益及び費用の認識基準

当社は、顧客との契約に基づき、主に医療用機器の製造、機器の販売及びサービスをしている。
当社は、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点、もしくは移転するにつれ、
移転により獲得が見込まれる対価を反映した金額により、収益を認識している。
機器の販売については、製品の支配を顧客がいつ獲得するかにより、船積み又は顧客の指定する場所に据え付けられ、
合意された仕様が客観的な基準により達成された時点で、収益を認識している。また、サービスの提供については、
履行義務が一時点で充足される場合には、サービス提供完了時点において、
一定期間にわたって充足される場合には、契約期間で按分して収益を認識している。

２．会計方針の変更に関する注記

当社は、「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号　2022年10月28日）
以下「2022年改正会計基準」という。）等を当事業年度から適用し、2022年改正会計基準第20-3項
ただし書きに定める経過的な取扱い及び、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　
2022年10月28日）第65-2項(2)ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める
新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしている。なお、計算書類に与える影響はない。

建 物
工 具 器 具 及 び
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３．会計上の見積りに関する注記

（１） 関係会社株式の評価
① 　当事業年度の計算書類に計上した金額

関係会社株式 　百万円
関係会社株式評価損 　百万円

② 　その他の事項
市場価格がなく、時価を把握することが困難と認められる関係会社株式の評価にあたっては、
当該株式の実質価額が著しく低下し、かつ回復の可能性が見込めない場合に、減損処理を行うこととしている。
回復可能性の判断においては、関係会社の事業計画等に基づき将来の実質価額を合理的に見積り、
実質価額が取得価額まで回復するかどうかを検討している。当該見積りは、将来の不確実な経済条件の
変動などによって影響を受ける可能性があり、予測不能な事態により関係会社の業績が悪化し、将来の業績回復が
見込めなくなった場合、翌事業年度の計算書類において、関係会社株式の金額に重要な影響を与える可能性がある。

４．貸借対照表に関する注記

（１） 有形固定資産の減価償却累計額 　百万円
なお、減価償却累計額には減損損失累計額が含まれている。

（２） 圧縮記帳
下記の有形固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額は以下の通り。

建物 　百万円
工具器具及び備品 　百万円
計 　百万円

（３） 保証債務
下記３社の事務所賃借料について、債務保証を行っている。

Canon Medical Informatics, Inc. 　百万円
Canon Medical Informatics Incorporated 　百万円
Canon Medical Research USA, Inc. 　百万円

下記会社のグループ外取引に対する債務について、債務保証を行っている。
Canon Medical Systems ANZ Pty Limited 　百万円

（４） 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
短期金銭債権 　百万円
短期金銭債務 　百万円

５．損益計算書に関する注記

（１） 関係会社との取引高
営業取引による取引高

売上高 　百万円
仕入高 　百万円
その他の営業取引高 　百万円

営業取引以外の取引による取引高 　百万円

（２） 顧客との契約から生じる収益
売上高は、顧客との契約から生じる収益と一致している。
顧客との契約から生じる収益の金額は、個別注記表「１２．収益認識に関する注記（２）顧客との契約から
生じる収益を分解した情報」に記載している。

６．株主資本等変動計算書に関する注記

（１） 発行済株式の種類及び総数に関する事項
       （単位：株）

（２） 配当に関する事項
①配当金支払額

該当事項はない。
②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

該当事項はない。

64,209
-

51,735

195
6

125,582

202

19
12
40

2,626

97,605
53,944

52,913
21,948
6,598

株式の種類 当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数

普通株式 134,980,000 -                    -                    134,980,000
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７．税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
繰延税金資産

未払賞与 　百万円
未払賞与分法定福利費 　百万円
サービスパーツ評価減 　百万円
退職給付引当金 　百万円
貸倒引当金繰入限度超過額 　百万円
関係会社株式 　百万円
その他 　百万円

繰延税金資産小計 　百万円
評価性引当額 　百万円

繰延税金資産合計 　百万円

繰延税金負債
土地時価評価損 　百万円
その他 　百万円

繰延税金負債合計 　百万円
繰延税金資産の純額 　百万円

(注)法人税及び地方法人税の会計処理又はこれらに関する税効果会計の会計処理
当社は、グループ通算制度を適用しています。また、「グループ通算制度を適用する場合の会計処理
及び開示に関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日）に従って、
法人税および地方法人税ならびに税効果会計の会計処理および開示を行っています。

８．金融商品に関する注記

（１） 金融商品の状況に関する事項
短期借入については親会社より調達しており、借入に伴う金利は市場金利を勘案して決定している。
借入金の使途は運転資金（短期）である。受取手形、電子記録債権及び売掛金に関する顧客の信用リスクは
与信管理規程に沿ってリスク低減を図っている。短期貸付金は当社子会社に対する貸付金であり、
使途は運転資金（短期）である。貸付に伴う金利は市場金利を勘案して決定している。投資有価証券については
主として株式であり、上場会社については四半期ごとに時価の把握を行っている。また、デリバティブ取引については
為替リスクのヘッジを目的とした為替予約取引であり、投機的な取引は行っていない。
支払手形、電子記録債務及び買掛金は、１年以内の支払期日である。
　

（２） 金融商品の時価等に関する事項
２０２５年１２月３１日（当事業年度決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については
次の通りである。なお、市場価格のない株式等は含まれていない。（（注２）を参照）

（単位：百万円）

① デリバティブ取引（※１）
 ヘッジ会計が適用されていないもの

② 投資有価証券

（※）負債計上については（　　）で表示
（※１）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示している。

（注１）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
「現金及び預金」、「受取手形」、「電子記録債権」、「売掛金」、「未収入金」、「短期貸付金」、「支払手形」、
「電子記録債務」、「買掛金」、「短期借入金」、「未払金」、「グループ預り金」は現金であること、
及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略している。

①デリバティブ取引
　　a ヘッジ会計が適用されていないもの 　（単位：百万円）

1,351
202

2,016
6,730
4,054
4,101
2,878

21,334
(4,530)
16,803

211
116
328

16,475

貸借対照表計上額 時　　　　価 差　　　　額

(611) (611) －

1 1 －

区分 デリバティブ 契約額 契約額のうち 時価 評価損益
取引の種類等 1年超

為替予約取引

売建

　　米ドル 5,249 － (86) (86)
　　ユーロ 13,451 － (557) (557)

買建

　　米ドル 6,266 － 24 24
　　ユーロ 877 － 8 8

市場取引
以外の取引
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②投資有価証券
　　これらの時価について、株式は取引所の価格による。
　　評価差額は貸借対照表計上額に算入していることから当該帳簿価額による。

（注２）市場価格のない株式等の金融商品 （単位：百万円）

上記については、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」
（企業会計基準適用指針第19号2020 年3月31日）第5項に基づき、時価開示の対象とはしていない。

９．関連当事者との取引に関する注記

（１） 親会社及び法人主要株主等 （単位：百万円）

取引条件及び取引条件の決定方針等
１．資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定している。
　　取引金額については借入日数による加重平均金額を記載している。なお、担保は差し入れていない。

（２） 子会社及び関連会社等 （単位：百万円）

取引条件及び取引条件の決定方針等
１．一般的な市場価格等を勘案し、取引価格を決定している。
２．資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定している。
　　取引金額については貸付日数による加重平均金額を記載している。
３．取引金額には消費税等は含まれていない。
４．Canon Medical Informatics, Inc.に対する貸付については、12,951百万円の貸倒引当金を計上している。
　　また、当事業年度において289百万円の貸倒引当金戻入額を計上している。

区分 貸借対照表計上額

関係会社出資金 2,997

投資有価証券　非上場株式 80
関係会社株式　非上場株式 64,209

出資金 27

属 性 会 社 等 の 名 称 関連当事者との関係 取 引 の 内 容 取 引 金 額 科 目 期 末 残 高

被所有

　直接100%

議決権等の所有
（被所 有） 割合

47,517 短期借入金資金の借入 37,587キヤノン株式会社親会社 資金借入等

属 性 会 社 等 の 名 称 関連当事者との関係 取 引 の 内 容 取 引 金 額 科 目 期 末 残 高

所有
医療機器・パーツ
の販売 29,438 売掛金 14,428

　直接100% 資金の貸付 5,990 短期貸付金 7,539

所有
医療機器・パーツ
の販売 26,546 売掛金 4,113

　直接100% 資金の貸付 7,455 短期貸付金 11,762

所有

　直接100%

所有

　直接100%

所有

　直接100%

所有

　直接100%

所有

　直接100%

所有

　直接100%

議決権等の所有
（被所 有 ） 割合

医療機器・パーツ
の販売 8,371 売掛金 4,405

医療画像ソリュー
ションの設計・開発
資金の貸付

子会社
Canon Medical Informatics,

Inc.
短期貸付金 12,951

買掛金 3,825生産用部材の購買 32,667

資金の貸付 11,880

資金の貸付 4,993 短期貸付金 6,211

医療機器・パーツ
の販売 6,498 売掛金

当社製品の販売
資金の貸付

子会社
Canon Medical Systems

USA, Inc.

Canon Medical Systems
Europe B.V.

当社製品の販売
資金の貸付

子会社

子会社
Canon Medical Systems

ANZ Pty Limited
当社製品の販売

子会社
Canon Medical Research

USA, Inc.
医療用機器、システ
ム等の技術開発

子会社 Olea Medical S.A.
医療画像ソリュー
ションの設計・開発
資金の貸付

子会社
Canon Medical Systems do

Brasil Ltda
当社製品の販売

子会社
Canon Medical Systems

Korea Co.,
Ltd.

当社製品の販売

3,610

医療機器・パーツ
の販売 4,762 売掛金 4,490
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１０．１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 1,427円67銭
１株当たり当期純利益 146円11銭

１１．重要な後発事象に関する注記

該当事項はない。

１２．収益認識に関する注記

（１） 収益を理解するための基礎となる情報
当社は、顧客との契約に基づき、主に医療用機器の製造、機器の販売及びサービスをしている。
当社は、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点、もしくは移転するにつれ、移転により獲得が見込まれる
対価を反映した金額により、収益を認識している。機器の販売については、製品の支配を顧客がいつ獲得するかにより、
船積み又は、顧客の指定する場所に据え付けられ、合意された仕様が客観的な基準により達成された時点で、
収益を認識している。また、サービスの提供については、履行義務が一時点で充足される場合には、
サービス提供完了時点において、一定期間にわたって充足される場合には、契約期間で按分して収益を認識している。

（２） 顧客との契約から生じる収益を分解した情報 （単位：百万円）

１３．追加情報に関する注記

当社は2025年12月23日の取締役会において、当社における日本国内の販売・修理・保守に係る事業を除く
すべての事業をキヤノン株式会社に会社分割（吸収分割）の方法により承継すべく、
吸収分割契約を締結する旨を決議しました。
2025年12月24日のキヤノン取締役会において承認が完了し、キヤノン株式会社との間で吸収分割契約を締結しました。

（１） 分割企業
分割会社：キヤノンメディカルシステムズ株式会社
承継会社：キヤノン株式会社

（２） 分割する企業の内容
医療用機器、医薬品、医療情報システム、画像情報システム及びこれらの周辺機器又はこれらに附帯若しくは関連する
サービスの設計、開発、製造、販売、修理、保守及び輸出入事業（但し、日本国内の販売・修理・保守に係る事業を除く）

（３） 本組織再編の目的
当社は、2024年2月にメディカル事業革新委員会を立ち上げ、事業構造改革に取り組んで参りました。
メディカル事業革新委員会の主な目的は、当社をキヤノン株式会社の組織・人材・ノウハウ・カルチャーと一体化させ、
メディカル事業をキヤノンの柱の一つにすべく、事業構造改革・体制強化を行い、高収益と高成長を実現することにあります。
開発・製造・管理などのすべてのオペレーションを見直すことで、収益性改善と目標達成に向けた動きを
加速させることを目的に、吸収分割契約を締結することとなりました。

（４） 当該吸収分割効力発生日

（５） 法的形式を含むその他取引の概要に関する事項
当社を吸収分割会社、キヤノン株式会社を吸収分割承継会社とする略式分割方式

2026年4月1日

国　　内 海　　外 合　　計

機 器 81,350 130,014 211,365
サ ー ビ ス 89,326 30,976 120,303

170,676 160,991 331,668　顧客との契約から生じる収益
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独立監査人の監査報告書 
 

2026年 2月 5日 

 

キヤノンメディカルシステムズ株式会社 

取 締 役 会  御 中 

 

有限責任監査法人ト ー マ ツ 

東 京 事 務 所 

指定有限責任社員 
     

業 務 執 行 社 員 
 公認会計士 森 重 秀 一 

指定有限責任社員 
     

業 務 執 行 社 員 
 公認会計士 松 井 洋 次 

 

監査意見 

当監査法人は、会社法第 436 条第 2 項第 1 号の規定に基づき、キヤノンメディカルシステムズ株式

会社の 2025年 1月 1日から 2025年 12月 31日までの第 99期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対

照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類

等」という。）について監査を行った。 

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表

示しているものと認める。 

 

監査意見の根拠 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されて

いる。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表

監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の

倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手

したと判断している。 

 

その他の記載内容 

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を

作成し開示することにある。また、監査役の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運

用における取締役の職務の執行を監視することにある。 

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査

法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。 

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい

て、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があ

るかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候

があるかどうか注意を払うことにある。 

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に

は、その事実を報告することが求められている。 

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。 
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計算書類等に対する経営者及び監査役の責任 

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類

等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書

類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま

れる。 

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい

て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。 

監査役の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することに

ある。 

 

計算書類等の監査における監査人の責任 

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬によ

る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から

計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性が

あり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる

場合に、重要性があると判断される。 

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。 

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク

に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら

に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。 

・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、

監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に

関連する内部統制を検討する。 

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上

の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。 

・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手

した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して

重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認

められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な

不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意

見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に

基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ

る。 

・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内

容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。 

監査人は、監査役に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部

統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に

ついて報告を行う。 

 

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は

ない。 

以 上 
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監査報告書

私は、2025年 1月 1日から2025年 12月 31日までの第99期事業年度の取締役

の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

私は、監査役監査基準で定めた監査の方針に準拠して、取締役、内部監査部門その他の使用

人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監

査を実施しました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況につ

いて報告を受け、隊要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要

な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。監査にあたつては、法務続

括部及び経理センターの職員を補助として使用して調査等を行いました。また、一部の

国内子会社及び海外子会社につしヽては跡要書類を,又集するとともに、Web会議システ

ムを利用して聴取を実施しました。

② 事業報告に記載されてしヽる取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保

するための体制、その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保

するために跡要なものとして、会社法施行規則第 100条第 1項及び第3項に定める体

制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制 (内部

統制システム)について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定

期的に報告を受け、跡要に廠して説明を求め、意見を表明しました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証

するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、跡要に癌じて

説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保す

るための体制」 (会社計算規則第 131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管

理基準」 (企業会計審議会)等に従つて整備している旨の通知を受け、町要に応じて説

明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書並びに、計算書

類 (賞借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)及びその附属明

細書について検討しました。
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2.

(1)

①

②

③

監査の結果

事業報告等の監査結果

事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示してしヽる

ものと認めます。

取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実

は認められません。

内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内

部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、財

務報告に関わる内部統制を含め、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及び附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年 2月 5日
キヤノンメディカルシステムズ株式会社

監査役  難波
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 別紙３ 

『重要な後発事象』 

 

（1）自己株式の市場買付の実施 

吸収分割承継会社は、2026 年１月 29 日開催の取締役会において、会社法第 165 条第３項

の規定により読み替えて適用される同法第 156 条の規定に基づく自己株式の取得について

次のとおり決議いたしました。 

 

① 自己株式の取得を行う理由 

吸収分割承継会社は、積極的な成長投資を通じた企業価値の更なる向上を目指すと

共に、資本効率の向上による株主還元の充実を図るため、自己株式の取得枠を設定い

たしました。当該取得枠は、同社株式の株価水準等を総合的に勘案のうえ、機動的に

自己株式を取得することを目的としております。 

なお、吸収分割承継会社における投資の優先順位や市場環境等によって一部の取得

が行われない可能性がございます。 

 

② 自己株式の取得の内容 

取得する株式の種類     ：普通株式 

取得し得る株式の総数    ：54,000,000 株（上限） 

取得した株式の取得価額の総額：200,000 百万円（上限） 

取得する期間        ：2026 年１月 30 日～2027 年１月 29 日 

取得方法          ：東京証券取引所における市場買付 

(i)自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）によ

る市場買付 

(ii)取引一任契約に基づく立会取引市場におけ

る市場買付 

 

（2）キヤノン電子株式会社に対する公開買付けの開始 

   吸収分割承継会社は、同社の連結子会社であるキヤノン電子株式会社（以下「キヤノ

ン電子」といいます。）の完全子会社化を目的として、2025 年 11 月 28 日開催の取締役会

において、株式会社東京証券取引所プライム市場に上場しているキヤノン電子の普通株

式を金融商品取引法に基づく公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）によって

取得することを決議し、本公開買付けを 2025 年 12 月１日から 2026 年１月 19 日の期間

で実施しました。 

   本公開買付けを実施した結果、買付終了日において応募株式の総数が買付予定数の下

限以上となり、本公開買付けは成立しました。その結果、キヤノン電子に対する吸収分

割承継会社の株式等保有割合は 87.94％となりました。 



 

 なお、吸収分割承継会社は、本公開買付けの結果を受け、キヤノン電子株式の全てを

取得し、キヤノン電子を同社の完全子会社とするための一連の手続きを実施することを

予定しています。キヤノン電子普通株式は、現在、東京証券取引所プライム市場に上場

されておりますが、当該手続きが実施された場合、東京証券取引所の上場廃止基準に従

い、所定の手続きを経て上場廃止となる予定です。 

 

① 本公開買付けの結果   

買付等の期間：2025 年 12 月１日～2026 年１月 19 日 

買付等の価格：普通株式１株につき、3,650 円 

買付数   ：13,470,819 株 

買付代金  ：49,168 百万円 

決済の開始日：2026 年１月 26 日 

 

② 本公開買付けに関わる資金調達 

使途      ：本公開買付けに係る必要資金 

借入先   ：(株)みずほ銀行 

借入額   ：49,400 百万円 

借入金利  ：基準金利+スプレッド 

借入日   ：2026 年１月 23 日 

借入期間  ：１年以内 

担保の状況 ：無担保 

 

以上 
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